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本論では、 近年の社会的課題の解決に向けた気運のなかで、 学生ボラ ンティ アを中心とする学外活動をキャリア教育に

おいていかに位置づけるべきか、 という論点に基づく考察を行った。 また、 震災復興などの具体的な取り組みを参照軸

と しながら、 今日ではソー シヤルメ デイアを駆使した学生団体と学外の広範なネ ッ トワークが形成されている状況を踏ま

え、 さらに、 学内外で実施されている地域社会との連携の取り組みをサー ドプレイ スという概念によって整理しながら、

大学の役割が多様化する市民社会の中で変容しつつあるこ と を指摘した。 その上で、 GPA などの数量化にもとづ く 学生

評価が、 学生一人ひとりの固有の体験にもとづく 学びとのあいだで矛盾を抱えているこ と、 それゆえに、 評価する教員に

とっても 「一人一人の個性」 を伸ばすための教育改革をふまえた再検討が必要と されているこ と を指摘した。 
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1 . 問題提起
本論では、 近年の社会的課題の解決に向けた気運の高

まり、 直接的には、 1995年の阪神淡路大震災、 2011年の
東日本大震災の復興過程などを通じて、 大学生を中心と

する若者世代が有償 / 無償のボラ ンティ ア活動に代表さ
れる社会貢献活動を行う事例が多 く なっているこ と を取

り上げつつ、 そのよう な学外活動をキャリ ア教育におい

てどのよう に位置づけるべきか、 また、 どのよう に学内

評価に反映させるべきか、 といった点について検討して

いく こ とにしたい。 さ らに別の視点から言い換えるとす

れば、自主的に市民社会に参与している大学生ボランティ

アたちをどのよう に位置づけ、 どのよう に公共空間を構

成する相互主体と して包摂していく か、 という都市設計

やソーシャルビジネスの観点からの考察の必要性を問う

ものである。 以下、 具体的な問題編成と事例に基づいて

論じていく 。

近年、 2009年に文部科学省が発表した人文科学及び社
会科学における 「政策や社会の要請に応える研究」 ' ) の

推進という ウ'イジ ョ ンのもと、 日本学術振興会では 「政
策や社会の要請に対応した人文社会科学研究推進事

業」2) が公募され、 それまではエ ンジニア系の分野で推

進されてきた産学官連携のよう な大学と社会の接続とい

う問題意識がその他の領域においても高まってきたとい

える。 しかしながら、 これはも っぱら学内での狭義の研

究活動を政策や社会の課題とむすびつけるためのもので

あり、 ボラ ンティ アをはじめとする学生主体の学外活動

は、 学内外での成績評価、 学術成果と しての評価、 ある

いは就職活動における評価と してはかならずしも重視さ

れないか、 あるいはそれほど配分が大きいとはいえず、

結局のと ころはやりがいをもとに若者の時間と労力を搾

取するだけではないか、 といった批判の声も聞かれる 3)。 
とはいえ、 後述するよう に、 近年の社会状況の変化を見

据えるならば、 大学生たちは制度と しての大学の内部だ

けで学ぶわけではなく 、 むしろ積極的に社会にかかわり、

市民と協働しながら活動していく こ とは奨励されること

なのではないだろうか。 しかし一方で、 こう した学生の

主体的な取り組みを評価するにあたっては、 ひとつの課

題が残されている。 という のも、 それらの取り組みを数

量的な評価に還元することは、 学生の自主性に委ねられ

ていた学外活動、 と く にボラ ンティ アの精神と矛盾する

からである。 いずれにせよ、 現在、 学生一人ひと りの主

体性を伸ばすための教育改革が進められていながら、 そ

れを大学という制度のなかでどのよう に位置づけ、 評価

するのか、 という点においては大きな課題が残されてい

るという こ とができる。

そこで本論では、 近年の具体的な学外活動の取り組み

をい く つか取り上げながら、 それらをキャリ ア教育の範

田壽においてどのよう に評価するか、 また、 その具体的方

策と して、 特筆すべき学外活動については単位認定など

の数量的な評価軸を導入するこ とは妥当なのか、 といっ

た視点からの問題提起を行う ことにしたい。 

2 . 本論の目的
以上のよう な問題提起にもとづいて、 本論では、 と く

に災害復興などの現場で活躍している大学生ボラ ンティ

アの位置付けが充分に吟味されていない実情を指摘する
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こ と を通じて、 市民社会の中での大学の多様な役割につ

いての視野が必要であるこ と を問題提起したい。 また、

そのよう な問題設定の背景と して、 一方では GPA など
の成績評価値を導入するこ とで評価基準の普;遍化を図り
ながら、 もう一方でそのよう な評価基準では測定不可能

な 「一人ひとりの個性を伸ばす教育」 を推進しよう とす

る現在の教育改革の矛盾を明らかにするこ と を試みたい。

また、 その上で、 単位認定等の数値評価に置き換えず

と も、 かかわった一人ひと りが豊かな体験を共有し、 そ

の後の進路選択に主体的に生かしていく こ とができるよ

う な姿勢を見出している事実を指摘する。 それによって、

学生のライ フスタイルの実態を把握し、 また、 学内と学

外をつなぐよう な先進的な学生活動を評価し、 市民社会

との連携という観点から活用していく ための方法を検討

する。 そして、 そのよう な取り組みを今後の教育改革の

う ちに位置づけていく 上で重要と思われるポイ ント を提

示すること を目指したい。 さらに、 こう した視点に基づ

いて考察するこ とによって、 大学生ボラ ンティ アをはじ

めとする自発的かつ主体的な市民の存在意義を十分に引

き出し、 やりがいによって搾取するよう なかたちではな

い、 個人の相互関係に基づく主体的な学校 ・ 教室運営の

方法を明らかにするこ とが可能になると考えられる。 

3 . 市民社会の成熟期における学生主体の学外活
動をめく、、って

近年、 市民社会の成熟と と もに、 ボラ ンティ ア活動、

すなわち自由意思にもとづ く無償 (も し く は有償) の社
会貢献活動の機会はますます多 く なってきている。 この

よう な変革の気運を前提と した上で、 学校 ・ 教室という

現場においても、 既存の学習態度とは異なる幅広い実践

の形態が模索され、 また、 具現化されていく であろう こ

とが予想される。 と く に2011年の東日本大震災の直後は、
被災地へボラ ンティ ア活動に向かう学生も多 く 、 そのよ

う な学外活動における大学と地域社会との連携、 調整に

課題が残るなど、 今後の改善が望まれると こ ろもあると

考えられる 4)。 こ れは震災などの復興支援に限らず、 平
時における社会福祉活動に学生が従事する場合にも同様

である。 さらには、 まちづ く り などの企画を通しての地

域社会との連携、 さらには、 小中高大の連携事業をはじ

めとする初等中等教育 (幼稚園、小 ・ 中 ・ 高等学校) と
高等教育 (大学および大学院) を接続するよう な取り組
みについてもまた同様に、 地域と各学校と を連携するた

めの方策の検討が必要となる。 ただし、 いずれの活動に

しても、 課題はあるにせよ、 それらは社会の変容と多様

化を背景と しながら、 いかにして学生個人の個性と才能

を引き出していく のか、 という問題設定のなかで実施さ

れているものであると ひとまずは評価できるだろう 。 こ

のよう な見立てのもと、 以下のよう に問題編成の背景か

ら論じていく こ とにしたい。

本論の問題設定の出発点になっているのは、 筆者自身

が高大連携事業というかたちでの広義の学内外 (大学と
高校、 さらには企業) を接続する取り組みにかかわった

こ とによる。 現下、 高校および大学における授業の一環

と して実施されている高大連携事業については、 これま

でにも、 いかにしてその目指すべき理念を実質化させる

か、 という議論は交わされてきた。 と く にキャリ ア教育

のなかでその意義と効果を明確に位置づけるための方法

と しては、 単位認定による評価の対象とする方法、 ある

いは、 謝金による参加報酬の確保といった方法が検討さ

れ、 また、 一部においては実施されてきたと考えられる

( たとえば、 文部科学省の科学研究費補助金の執行にお
いても、 配分額の範囲内での科目割合の制限等はあるも

のの、 研究協力者である大学生 ・ 院生への謝金= 報酬の
支払いそのものは可能である)。 しかしながら、 そのよ
う に対価や見返り を求めての授業参加が常態化してしま

う ことは、 参加学生の自主性 ・ 自発性を引き出すという

側面において、 はたして妥当なのであろう か、 という問

いを立てるこ とができる。 という のも、 のちに詳述する

よう に、 実際に高大連携型の授業にボラ ンティ アと して

参加した大学生からは、 そのよう な見返りのあるかたち

での参加に対しての消極的ないし批判的な意見がみられ

たのである 5)。 また、 そう であるとすれば、 1990年代以
降、 さ らに2000年代から現代に至るまで進められてきた
「一人一人の個性を伸ばす教育」 6) という教育改革の理
念からも、 学外活動を見返りのある行為と して位置づけ

てしまう こ とは、 当事者である学生たちのニーズから外

れてしまう誤った選択肢なのではないか、 という問題提

起を行う ことができる。

そもそも、 高大連携事業については、 1999年12月16 日
に中央教育審議会が発表した 「初等中等教育と高等教育

との接続の改善について」 と題される答申を皮切りに、

「高等教育を受けるのに十分な能力と意欲を有する高等

学校の生徒が大学レベルの教育を履修する機会の拡大方

策」 が取られてきたなかでの、 具体的な方策の一つと し

て位置づけられていた 7)。 その流れに位置づけられるも
のと して、 さきほど取り上げた2007年 3 月22 日付の文部
科学省の報告書にもあるよう に、 高大連携事業は、 「一 

人一人の個性を伸ばす教育」 を目指すものと しての位置

づけが検討されてきたのである 8)。 しかしながら現在、
その位置づけについては依然と して明確化しているとは

言いがたい。 本論では、 上述のよう な生徒 ・ 学生一人一 

人の個性を育むためのさまざまな教育改革が、 学校教育

の制度に位置づけられるにあたって、 数値化不可能な個

性や才能を数値化して評価しなく てはならない、 という

根本的な矛盾にさら されているこ と を指摘したい。 また、

そのために、 多様化する社会のなかでの学校の役割を再

検討する必要についても指摘しておきたい。

近年、 社会的企業という用語がしばしば用いられるよ

う に、 社会的課題の解決を目的とする事業が盛んに興さ

れている。 NP0 法人などの非営利団体はもちろんのこ
と、 一般企業においてもまた、 営利活動にと どまらずに

社会貢献をめざすことが21世紀の社会におけるひとつの
指標となりつつあるといえる。 また、 そう であれば、 企

業や地域社会に人材を輩出する学校教育の現場もまた、
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同様の視点に基づいて変革することが求められている と

いえるのではないだろう か。 以上のこと を作業仮説と し

ながら、 本論では、 過去20年以上にわたる教育改革を広
い社会的な視野で再定義し、 そこで求められている 「一 

人一人の個性を伸ばす教育」 とはどのよう なものなのか、

ひとつの明確な視座を打ち立てるこ と を目指していく こ

とにしたい。 

4 . 学外活動を 「評価」 することの困難について
先述のよう に、 筆者はこれまで、 勤務校の大学生ボラ

ンティ アとともに、高大連携による授業経営を実際に行っ

てきた。 また、 その結果について、 高校生および大学生

に対して半構造化面接法にもとづ く イ ンタ ビューを行っ

た。 そこから導きだした論点を一般化し、 広く学生の学

外活動に対する評価軸を明らかにするために、 こ こから

は、 学生ボラ ンティ アという存在についての考察を行う

こ とにしたい。 まず、 その画期となったのは、 阪神淡路

大震災、 東日本大震災といった災害からの復興過程にお

いてであると考えられる。 そこで、 ここからはそのよう

な災害ボラ ンティ アの事例を参照軸と しながら、 学外で

の社会貢献活動の位置づけをめぐる考察を深めていく こ

とにしたい。

杉万俊夫 ・ 渥美公秀 ・ 永田素彦 ・ 渡邊としえによれば、

1995年の阪神淡路大震災による避難所の運営は、 「避難
者、 施設スタ ッ フ、 ボラ ンティ アという 3 群の人々によっ
て組織化されていった」 こ とが報告されている 9)。 また、
「こ れら 3 群の人々は、 単に、 3 群の人々という のみな
らず、 それぞれ一つの 「集合体」 を構成している」 と さ

れ、 さらに視野を広げれば、 「避難所を一つの頂点と し、

行政体と広域ボラ ンティ ア組織を残る 2 つの頂点とする
ト ライ アングル」 が形成されると指摘されている'°)。 実
際に現地の大学、 小学校におけるボラ ンティ ア活動に従

事した 4 名によって、 情報伝達をしながら広域にわたる
避難所をつなぐボラ ンティ アの活動が要請され、 なおか

つ、 そこに若者世代が動員され、 たしかな効果を上げて

いたこ とが解説されているわけである。 従来、 このよう

な学外活動は、 「自分探し」 といった言葉で否定的に語

られるこ と も多かったが、 と りわけ震災からの復興とい

う社会貢献の度合いの大きい課題が発生した段階におい

て、 若者の能動的な動機づけとニーズとがむすびつき、

ひとつの建設的な成功事例が成立したという こ とができ

るだろう 。

また、 この 4 名の報告の末尾にあたっては、 「今回の
災害を語る上において忘れてならない視点は、 今回の震

災が、 『豊かな社会』 における災害であったという視点

である」 という こ とが指摘されており、 それは、 「関東

大震災との大きな相違点」 であると意味づけられてい

る'')。 現代におけるボラ ンティ アや社会貢献事業の意義
を吟味するにあたっては、 この点がひとつの鍵になると

思われる。 こ こでいう 「豊かな社会」 とは、 「ほと んど

すべての人にと って、 明日のパンを思い患い、 明日の寒

さ をおそれる必要のない社会という意味」 であると され、
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そのよう な社会は、 「1950年代アメ リ カに、 1960年代西
欧の多 く の国々に、 そして、 1970年代にはわが国にも到
来した」 と される。 また、 「それは、 人類史的に、 前人

未踏の新 しい段階であ り 、 政治学者ガルブレイ ス

(1960) がいち早く指摘したとおり、 その中でいかに生
活すべきかを改めて学習しなければならない時代であっ

た」 と概括されている '2)。 こ れらの指摘を本論の問題意
識にもとづいて概括するとすれば、 つまり、 「豊かな時

代」 における若者世代の活動の意義が問われているわけ

である。

これまで、 近年における大学全入の状況は、 しばしば

大学が就職予備校と揶揄されるなどの課題を生んでいた。 

しかしながら、 さ らに1990年代以後の 「豊かな時代」 に
なってく ると、 就職活動をするだけでは飽き足らず、 自

己実現のために学外活動に手を伸ばす学生たちも増えて

きた。 阪神淡路大震災はその一つのきっかけであったが、

さ らに、 ソー シヤルメ デイア時代の東日本大震災では、

その傾向は顕著となった'3)。 こ れらの動向は、 基本的に
社会的課題を解決する気運の高まり と して肯定的に評価

できると考えられる。 以下、 そのよう な状況認識のもと、

さ らに近年の動向について見ていく こ とにしたい。

2000年代初頭に IT革命という言葉が流行したのち、
イ ンターネ ッ トの普及と と もに、 携帯電話、 Pc などの
デジタル端末が国民に浸透していつた。 と く に若者世代

においては、 研究論文のみならず、 週刊誌のレベルの話

題においても、 活字文化離れ、 対人関係の希薄化といつ

たかたちで、 若年層の抱えている問題と して語られるこ

とが多かった'4)。 しかしながら今日では、 小学校レベル
からの ICT教育の可能性が語られ、 さま ざまな方策の
検討と試験的な実施が行われている (今日、 そう した初
期の批判がどれほど正鵠を射たものであったのかについ

ては反省的に語られるべきではないかと も思われる)。 
2010年代に入ると、 高校生 ・ 大学生 ・ 大学院生が学生団
体を立ち上げ、 各大学にと どまらず、 イ ンターカレ ッ ジ

(いわゆる 「イ ンカレ」 ) と呼ばれる形態での活動を行っ
たり、 その延長と して、 NP0 法人などの団体を設立し
たり、 といった実例は多 く なってきた。 彼らの活動形態

の特色は、 Twitter、 Facebook といったソー シヤルメ デイ
アを駆使して、 首都圏などの主要大学にと どまらず、 全

国各地の若者と連携し、 短期間のう ちに大規模な活動に

発展していく事例がいく つか見られるこ とである。 その

例と して、 20代をはじめとする若者の投票率向上を目指
し、 政治家と大学生の交流の場をつ く った学生団体

ivote をはじめ、 「つきぬけ学生」 をキーワー ドに、 「面

白い大学生」 を紹介し、 高校生、 大学生、 若手起業家な

どを中心とする広範なネ ッ ト ワーク を形成していつた

「早稲田先生プロジェク ト」 など、 2010年代の初頭はウェ
ブ2.0の時代区分と も相ま って、 ソー シヤルメ デイア世
代の若者たちが社会にかかわることがひとつの特徴となっ

ていった'5)。 さらに近年になると、 学生団体 SEALDsな
どの政治的 ・ 社会的アピールを行う団体も現れており 、

そのメ ンバーが一般社団法人を設立し、 さらに大学院に
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進学して大学での研究活動を継続する、 といった事例も

ある。 こ う した特筆すべき事例からも読み取ることがで

きるよう に、 それらの取り組みの一部は、 高等教育機関

への進学や就職活動をはじめとする若者たちのキャリ ア

形成につながっている事例もあるといえるだろう 。 しか

しながら、 多 く の大学では、 こう した活動をどのよう に

評価すべきか、 明確な基準をもっていない場合も多いの

ではないだろう か。 こ こにひとつの問題があると考えら

れる。

こ こでの論点は、 すでに問題提起においても取り上げ

たよ う に、 ボラ ンテ ィ ア、 サークル、 学生団体などの学

外での活動をどのよう に評価するか、 という視点であり、

それに対するひとつの回答は、 と く に教育および研究上

有意義なものと して認められる活動については、 単位認

定などのかたちで数値化する、 といった方法を挙げるこ

とができる (ただし、 上記に挙げた事例のすべてが学術
研究と して有意義であると考えているわけではない)。 
しかしこれに対しては、 単位認定という数量的評価に還

元するこ とによって、 本人たちのやる気が削がれてしま

う 、 といった反論も想定される。 筆者の体験に即してい

えば、 実際に学外での活動 (高大連携型の授業運営) に
参加した大学生の一人は、 「単位のつかない大学の事業

という こ とがメ リ ッ ト」、 「大変だから単位認定した方が

いいという意見もありますが、 私は (中略) 賛成ではあ
りません」 という意見を示した。 すなわち、 学外での活

動については、 「強制でない」 と こ ろが良い、 むしろ、

「強制でないから参加している人はやる気がある人で、

周りがやる気があるから さらにやる気になる。 それがや

りがいにつながる」 という見方を示したのである。 また、

も しも 「強制だったと したら」 という仮定の話と して、

「参加する大学生のモチベーシ ョ ンが下がってしまう」

し、 そう なれば、 「高校生のモチベーシ ョ ンも下がる」

との見方を示している。 この学生の貴重な意見から読み

と るこ とのできる論点は、 ボラ ンティ アをはじめとする

学外活動における学生個人の自由意志をいかに引き出す

か、 という と こ ろである。 また、 こ こで、 「強制だった

と したら」 という仮定が提示されているこ とは示唆的で

あると考えられる。 つまり、 特定の学外活動を単位認定

するという 選択肢は、 ( もちろん、 それは必修科目を補
完するための、 プラスアルフ ァの指標と して、 つまり 、

学生が任意に選択するこ とのできるオプショ ンと して整

備すること も可能であるが) 実際の学生の実感と しては、
それは半ば必修の正規科目と同様に、 強制された義務に

よって履修すべきものと して受け止められてしまう懸念

が提示されているわけである。 これは、 評価という もの

がそもそも評価する者 (教員) と されるもの (生徒、 学
生) のあいだに権力構造を発生させてしまう こ とであっ
て、 それを数量化し、 その上で制度化してしまう こ とは、

せっかく の個性を育むための教育改革が旧態依然の授業

実践と根本的には何も変わらない、 といった本末転倒の

結果につながってしまう可能性がある。

評価の困難さは、 高大連携事業において、 より顕著に

表れる。 高校と大学、 つまり、 中等教育と高等教育とい

う異なる区分にまたがる教育課程を接続する高大連携事

業についてもまた、 いかにして有意義な授業を組み立て

るか、 という視点のほかに、 その成果をいかにして集約

し、 教育者によって評価するか、 という視点が要請され

てきた。 という のも、 学校教育という枠内で実施される

以上は、 評価という契機なく しては授業実施の是非を検

討するこ とそのものが難し く なるからである。 しかし一 

方で、 と りわけ高校生にと っては (仮に大学進学を目指
すと しても) 受験科目と しての必須科目ではない高大連
携型の授業においては、 そもそもなんのための数量的な

評価が必要となるのか、 という と こ ろにおいて、 その位

置づけが曖昧になっていたと言えるかも しれない。 また、

これは大学生に対しても言えることである。 過去20年以
上にわたる教育改革は、 これまでの偏差値教育等の数値

化された評価基準を脱して、 「個性」 を伸長させるこ と

を目的とするものであった。 その点を考慮に入れるなら

ば、 せっかく の初等中等教育と高等教育と をつなぐため

の取り組みを数値化された評価基準に落と し込んでしまっ

ては本末転倒である。 こ う した議論は、 これまでの学校

教育のあり方の根本的な部分を改良する必要性を明らか

にするものでもあるが、 同時にまた、 教育現場のレベル

ではさまざまな困難が生じてしまう であろう ことが推測

される。 多様化する社会のなかで、 学校、 教室という学

びの場をいかに変えてい く べきなのか、 次節では、 近年

の社会の変革という周辺状況を視野に入れながら、 その

方法について検討していく こ とにしたい。 

5 . 学校の く内> と く外> をつなぐ実践~ 市民社
会におけるポラ ンテイアの視点から~
こ こからは、 大学を基盤と しながら各地の学生や地域

社会、 さらに企業を巻込んだボラ ンティ ア活動という文

脈における参照軸のひとつとなり う る視点を提示してお

きたい。 それによって、 学校教育の内側の視点だけでは

なく 、 変容し、多様化していく市民社会という契機のな

かで、 学びの場をどのよう に再度定義づけていく か、 と

いう かたちでの発想の転換が必要になるのではないか、

という問題提起を行う こ とが可能になると考えられる。

すでに、 大学の本分である研究活動についても、 学内

学会 / 研究会だけでなく 、 学外で遂行される事例が増え
てきている。 まず、 人文系の取り組みになるが、 荒木優

太の著作では、 過去のさまざまな学者たちがかならずし

も大学教員の職を奉じていたわけではない、 という事実

を列挙するかたちで、 「在野研究」 の潜在的な可能性を

示すと と もに、 「アカデミ ズムは元々、 大学に飼い慣ら

されるものではなかった」 という刺激的な問題提起を行っ

ている '6)。 こ れは、 ひるがえっていえば、 大学という制
度を今日の状況において再検討する契機を与えるものと

しても受け止めるこ とができるだろう 。 そのほかにも、

大学の授業以外の場所で、哲学カフェ、教育カフェといつ

たよう に、 街場のカフェで有志が集まり、 読書会や議論

を行う、 といった事例はすでに1990年代から多 く見られ










